資料　１

令和８年度島本町社会教育関係団体の認定申請について

１　趣　　旨　　社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条の規定に沿った社会教育関係団体の認定につき、島本町社会教育関係団体認定基準に関する要綱第５条の規定に基づいて、令和８年度の登録申請がありました。

　　　　　　　※社会教育法第１０条
　　　　　　　　この法律において、「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属していない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

２　申請期間　令和７年１１月１０日（月）から令和７年１２月１２日（金）ま　で

３　申請数　８団体

４　提出書類　島本町社会教育関係団体認定基準に関する要綱第５条に基づく
　　　　　　　〇社会教育関係団体認定申請書
　　　　　　　〇定款または規約等
　　　　　　　〇令和７年度事業・活動報告書（見込み）
　　　　　　　〇令和７年度決算・収支報告書（見込み）
　　　　　　　〇令和８年度事業・活動計画書（案）
　　　　　　　〇令和８年度収支予算書（案）
　　　　　　　〇役員名簿及び構成人員数

５　認定期間　令和８年４月１日（水）から翌年３月３１日（水）まで
　　　　　　　※島本町社会教育関係団体認定基準に関する要綱第４条による
